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教
育
委
員
会

○
福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教
育
庁
総
務
課)

一

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
三
号

本

庁

出
先
機
関

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長

杉

光

誠

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
の
一
部
改
正)

第
一
条

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程

(

平
成
十
年
三
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号

)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
号
ニ
中

｢

児
童
手
当｣

の
下
に

｢

及
び
子
ど
も
手
当｣

を
加
え
る
。

(

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正)

第
二
条

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程

(

平
成
六
年
四
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第

二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
第
十
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
八
中
第
十
九
項
を
第
二
十
項
と
し
、
第
十
六
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ

、
第
十
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

別
表
十
四
教
育
事
務
所
長
の
項
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

14

子
ど
も
手
当
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
同
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
県
費
負
担
教
職
員
の
子
ど
も
手
当
の
受
給
資
格
及
び
子
ど
も
手
当
の
額
を

認
定
す
る
こ
と
。

別
表
十
四
県
立
学
校
長
の
項
第
五
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

９

子
ど
も
手
当
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
同
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
子
ど
も
手
当
の
受
給
資
格
及
び
子
ど
も
手
当
の
額
を
認
定
す
る
こ

と
。

(

福
岡
県
立
学
校
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正)

第
三
条

福
岡
県
立
学
校
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
六
十
一
年
一
月
福

岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

｢

第
11
号｣

を

｢

第
12
号｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

12

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
二
年
法
律
第

十
九
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
職
員
の
子
ど
も
手
当
の
受
給
資
格
及
び
子
ど
も
手
当
の
額
を
認
定
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

…
…
…
…
…
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18

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十

二
年
法
律
第
十
九
号
。
以
下

｢

子
ど
も
手
当
法｣

と
い
う
。)

第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
っ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職

課
長

員
の
子
ど
も
手
当
の
受
給
資
格
及
び
子
ど
も
手
当
の
額
を
認
定
す
る
こ
と

(

県
立

学
校
長
に
専
決
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。)

。

十
六

子
ど
も
手
当
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

１

子
ど
も
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

２

子
ど
も
手
当
の
支
給
状
況
を
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
。

課
長

課
長
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